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平
成　

年
第
４
回
鶴
ヶ
島
市
議
会
定
例
会
が

２７

　

月　

日（
木
）か
ら　

月　

日（
水
）ま
で
の　

１１

２６

１２

１６

２１

日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
で
は
、
市
長
提
出
議
案
を　

件
審

１６

議
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
般
質
問
を
３
日
間
に
わ
た
り
行
い
、

　

人
の
議
員
が
登
壇
し
ま
し
た
。

１６

１２月定例会 １２月定例会 

基
本
構
想
の
変
更
を
可
決

基
本
構
想
の
変
更
を
可
決

条　

例　

等

�

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
に
よ
り
、

共
済
年
金
が
厚
生
年
金
に
統
一
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
議
会
の
議
員
そ
の
他
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
上
の
災
害
等
に
対

す
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
に

つ
い
て
、
同
一
の
事
由
に
よ
り
年
金
た

る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
と
き
の
調
整
に

係
る
規
定
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
の
内
容
に
合
わ
せ
る
た
め
、
一

般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
を
行
う
も
の

議案第６３号議案第６４号

で
あ
る
。

�

国
や
県
で
は
、
平
成　

年
人
事
院

２６

勧
告
に
基
づ
い
た
改
正
が　

年
４

２７

月
１
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
本

市
は
こ
の
時
期
な
の
か
。

�

人
事
課
長　

国
、
県
で
も
経
過
措

置
を
設
け
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。

昇
給
日
が
１
月
１
日
で
あ
る
本
市
に
お

い
て
も
、
昇
給
日
前
に
改
正
を
行
う
こ

と
で
、
国
、
県
と
同
様
の
効
果
を
得
る

も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

徴
収
金
の
徴
収
猶
予
の
手
続
及
び
財

産
の
換
価
の
猶
予
の
手
続
を
定
め
る
と

と
も
に
、
一
部
の
た
ば
こ
税
の
段
階
的

な
引
上
げ
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

�

徴
収
猶
予
の
規
定
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
の
意
味
・
背
景
は
。

�

収
税
対
策
課
長　
　

年
度
の
税
制

２６

改
正
で
、
国
の
猶
予
制
度
が
納
税

者
の
負
担
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
早

期
か
つ
的
確
な
納
税
の
履
行
を
確
保
す

る
観
点
で
改
正
さ
れ
た
。
新
た
な
換
価

の
猶
予
制
度
に
関
し
て
は
、
納
税
者
か

ら
の
申
請
に
よ
る
制
度
が
で
き
た
こ
と

で
、
納
税
者
か
ら
も
使
い
や
す
い
制
度

に
改
め
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
立
障
害
者
地
域
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

よ
り
質
の
高
い
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
、
障
害
者
の
日
常
生
活
の
充

実
及
び
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
、
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�

鶴
ヶ
島
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

重
点
課
題
等
に
適
切
に
対
応
で
き
る

効
果
的
な
組
織
を
編
成
す
る
た
め
、
分

掌
事
務
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
も

の
で
あ
る
。

�

危
機
管
理
の
総
合
調
整
に
関
す
る

分
掌
事
務
を
総
務
部
か
ら
市
民
生

活
部
に
移
す
こ
と
に
よ
る
効
果
は
。

�

秘
書
政
策
課
長　

災
害
時
等
の
情

報
が
集
約
さ
れ
る
市
民
生
活
部
に

総
合
調
整
を
一
元
化
す
る
こ
と
で
、
効

率
的
な
運
用
が
で
き
る
。

議案第６２号ＱＡ

平成２７年第４回定例会の日程（会期２１日間）
開会

議案第６２～７６号上程
本会議１１/２６

議案第７１号採決

議案第６２～７０号、７２～７６号委員会付託
本会議３０

付託議案審査
総務産業建設常任委員会

後期基本計画審査特別委員会１２/２
付託議案審査

文教厚生常任委員会

後期基本計画審査特別委員会
３

付託議案審査
予算決算常任委員会

後期基本計画審査特別委員会
４

一般質問本会議１１・１４・１５
選挙管理委員及び補充員の選挙

議案第６２～７０号、７２～７６号採決

議案第７７号上程・採決

閉会

本会議１６

委

員

会

審

査

委

員

会

審

査

第５次鶴ヶ島市総合計画
（後期基本計画）を可決！
第５次鶴ヶ島市総合計画
（後期基本計画）を可決！

等
の
多
様
な
形
で
市
民
が
活
用
で
き
る

よ
う
要
望
し
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続

き
要
望
等
を
し
て
い
き
た
い
。

�

土
地
利
用
構
想
の
変
更
と 
水  
土  
里 

み 

ど 

り

の
交
流
圏
構
想
と
の
整
合
性
は
。

�

農
業
大
学
校
跡
地
に
企
業
を
誘
致

す
る
に
は
、
同
地
を
工
業
系
に
位

置
付
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
県
と
協

議
の
上
、
市
の
基
本
構
想
を
変
更
す
る

も
の
で
あ
る
。

�

「
現
存
す
る
緑
地
や
水
辺
に
配
慮
」

と
い
う
文
言
が
緑
地
や
水
辺
の
保

全
の
担
保
と
考
え
て
良
い
か
。

�

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

ＱＡＱＡ

�

第
５
次
鶴
ヶ
島
市
総
合
計
画
（
基
本
構

想
）
の
変
更
に
つ
い
て

�

土
地
利
用
構
想
に
お
い
て
、「
自

然
と
賑
わ
い
の
協
調
ゾ
ー
ン
」
で

あ
る
農
業
大
学
校
跡
地
を
「
工
業
系
ゾ

ー
ン
」
と
し
、
現
存
す
る
緑
地
や
水
辺

に
配
慮
し
な
が
ら
土
地
利
用
転
換
を
図

る
と
の
こ
と
だ
が
、
緑
地
や
水
辺
は
ど

う
な
る
の
か
。
県
と
の
折
衝
は
。

�

県
と
一
緒
に
な
っ
て
、
緑
地
や
水

辺
を
適
切
に
保
全
、
整
備
し
、
こ

れ
と
調
和
し
た
産
業
集
積
を
目
指
す
。

　

県
に
は
、
生
態
系
を
考
慮
し
て
緑
地

や
水
辺
を
保
全
す
る
ほ
か
、
健
康
増
進

議案第７１号ＱＡ


